
 

1 / 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ・一般受変電設備（建物附属設備） 
         ・固定価格買取制度対応キュービクル（機械装置） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

■中小企業庁説明資料より抜粋 

 

製品 
News 

お知らせ 発行 No. 営企 2017-1 発行月 2017 年 4 月 

設備投資（受変電設備）を 

ご検討いただいている事業者様へ 
 

中小企業等経営強化法の経営力強化税制が平成 29年 4月 1日より施

行され、現在実施中（平成 28 年 7 月～）の固定資産税特例と合わせ 
税制を受けることができます。 
証明書については、引き続き一般社団法人 日本配電制御システム

工業会（以下ＪＳＩＡ）が発行し、弊社は受変電設備メーカーとし

て証明書発行依頼を受け、ＪＳＩＡへ証明書発行のための手続き（設

備の確認・証明書発行依頼）を行います。 

適用設備 
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・中小企業者（資本金 1 億円以下等、大企業の子会社除く）という条件があります。 
・設備を取得した後に、経営力向上計画を提出する場合は、取得日から 60 日以内に経営力向上計画が受理さ 

れる必要があります。 
・最も新しい変圧器を使用した受変電設備であっても、使用する変圧器のメーカー・容量により、エネルギー 

   効率が年平均 1％以上向上しない場合があります。この制度をご利用される場合は、事前（納入前）に弊社 
営業所へご確認ください。 

・中小企業等経営強化法に規定される経営力向上設備などに係る固定資産税の特例について、平成 29 年度税

制改正により新たに対象に追加された設備（建物附属設備＝一般受変電設備）については、一部の地域にお

いて対象業種が限定されます。機械装置（固定価格買取制度対応キュービクル）については、全国・全業種

対象です。 
 ■詳細は、中小企業庁が公開しています『経営力向上設備等に係る固定資産税の特例に関する対象地域・対象業種の確認につ

いて』をご参照下さい。 
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 ・ご購入をいただきましたルート（工事事業者様・代理店様）を通して、弊社営業所へ証明書の発行依頼をお申 

し出ください。 
・制度適用期間内であれば、設備納入後の申請も受付けいたします。 
 ■設備を取得した後に、経営力向上計画を提出する場合は、取得日から 60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。 

 

 

  詳細につきましては、最寄りの弊社営業所までお問合わせ下さい。 

証明書の申請時期 

お問合わせ 

注意事項 

〒480-1189 愛知県長久手市蟹原 2201 番地 

h t t p： / / www. n i t o . c o . j p   


